
１　西条市健康づくり計画

(1) 第１次西条市健康づくり計画

2003（平成15）年に施行された健康増進法第８条第２項に基づき、2006（平成18）年３月に第

１次西条市健康づくり計画「元気都市西条2015」を策定した。市民がライフステージに応じて、

健康で幸せな暮らしが実現できる活力ある社会の実現を目標とし、本市の健康づくり施策の基礎

となるものである。

健康寿命の延伸、壮年期死亡の減少、生活の質の向上を目標として、栄養・食生活、身体活

動・運動、心の健康、歯の健康、たばこ、アルコール、生活習慣病の項目ごとに問題点と目標及

び対策を設定し、評価指標により2015（平成27）年度までの10年間で実現を目指すものとした。

2011（平成23）年度には市民アンケートなどによる中間評価を実施し、「中間評価と今後の取

組」としてまとめた。

(2) 第２次西条市健康づくり計画

前期計画の取組や課題を検証し、2016（平成28）年３月に「共に支えあい、健康で幸せな暮ら

しの実感できるまち西条」をスローガンとする第２次西条市健康づくり計画「元気都市西条」を

策定した。

第２次計画では健康寿命の延伸、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底、社会生活を営む

ために必要な機能の維持及び向上、社会環境の整備、生活習慣の改善の５項目について2024（令

和６）年度までの数値目標、行政の役割などを定めた。

(3) 第３次西条市健康づくり計画

本市では、2016（平成28）年３月に第２次西条市健康づくり計画、2019（平成31）年３月に第

１次西条市自殺対策計画、2020（令和２）年３月に第３次西条市食育推進計画をそれぞれ策定

し、健康づくり、自殺対策、食育を推進してきた。

2024（令和６）年度末にこの３計画の期間が終了することから、健康づくり、食育及び自殺対

策の更なる連携を図りながら、総合的かつ効果的に推進するため、第３次西条市健康づくり計画

「あしたの健幸を支える〜今からできることを　ちょっとだけ〜」として一体的に策定した。

第３次西条市健康づくり計画は、「みんなで健幸をめぐらせ、誰もが自分らしく暮らせるまち」

をビジョンに掲げ、従来から取り組んでいる「ひと」の健康づくりの視点に加え、個人の健康は

豊かな自然や快適な都市空間や生活環境、労働環境、社会とのつながりといった社会的決定要因

による影響が大きいことから、環境、経済、社会といった「まち」の健康づくりの視点からも健
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康づくりを推進することとしている。

２　食育推進計画

(1) 第１次計画「『食』から西条元気ＵＰ！」

2005（平成17）年に施行された食育基本法に基づき、2010（平成22）年３月に、西条市健康づ

くり推進協議会などの協力により、市町村食育推進計画となる第１次食育推進計画を策定した。

食育に関する基本的な事項について定め、家庭、保育所（園）、幼稚園、学校、地域、行政が役

割に応じて連携を取りながら食育を具体的に推進するための総合的な指針として位置付けた。計

画期間は2010～2014（平成22～26）年度までの５年間とした。

健康な心と体をつくる、西条市の豊かな恵みを生かす、豊かな心を育むといった三つの基本目

標を定め、市民、地域、学校、幼稚園・保育所などで行われる食育について個別の目標を立てて

いる。

(2) 第２次計画「『食』で西条元気ＵＰ！」

国が2011（平成23）年に策定した第２次食育推進計画を踏まえて、2015（平成27）年３月に第

２次食育推進計画を策定した。計画期間は2015～2019（平成27～令和元）年度までの５年間とし

た。

基本理念と基本目標は第１次計画と同じで、スローガンは「からだにいいもの おいしく食べ

て『食』で西条元気ＵＰ！」とし周知から実践に向けた施策を展開するため、乳幼児期から高齢

期まで五つのライフステージに区分し、それぞれの特徴を踏まえた上で、基本目標に加えて年齢

別の目標を掲げた。

(3) 第３次計画「『愛』ある食が元気をつくる！」

第２次計画の計画期間終了に伴い、これまでの取組を踏まえて更に実践の環を広げていくため

に2020（令和２）年に第３次食育推進計画を策定した。計画期間は2020～2024（令和２～６）年

度までの５年間とした。基本理念と基本目標は第１次・第２次計画と同じだが、スローガンを

「『愛』ある食が元気をつくる！」とした。

なお、次期の食育推進計画については、2024（令和６）年度末に「第３次西条市健康づくり計

画」（前述）として一体的に策定した。

３　西条市自殺対策計画

(1) 計画策定の経緯

2016（平成28）年に自殺対策基本法が改正され、2018（平成30）年度までに全ての自治体に対

し自殺対策計画の策定が義務付けられ、2017（平成29）年３月には愛媛県自殺対策計画が策定さ

れた。

本市でも、2019（平成31）年３月に健康、医療、福祉など様々な側面から「生きることの包括

的支援」を推進していく西条市自殺対策計画を策定した。計画期間は、2019～2023（令和元～

５）年度までの５年間とした。
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本市の2016（平成28）年度の自殺死亡率は22.3％で、これを2023（令和５）年度に減少させる

ことを同計画の目標としている。対人支援、地域連携、社会制度の三つのレベルを総合的に推進

することで、本市全体の自殺リスクを低下させるよう五つの基本施策を掲げ、これに沿って評価

指標を設定し、高齢者対策、生活困窮者・無職者・失業者対策、勤務・経営対策に関する重点施

策、自死未遂者、自死遺族支援などの関連対策を定めた。

(2) 計画期間の延長

西条市自殺対策計画は2023（令和５）年度に最終年度を迎えたが、他の計画との整合性や県の

計画策定見直し時期等の理由から１年間期間を延長し、終期を2024（令和６）年度とした。

なお、次期の西条市自殺対策計画については、2024（令和６）年度末に「第３次西条市健康づ

くり計画」（前述）として一体的に策定した。

１　わくわく健康ポイント推進事業

30歳以上の市民を対象に、気軽に運動を始めるきっかけづくりとして、㈱タニタヘルスリンク

との連携により、2018（平成30）年度からわくわく健康ポイント事業を実施している。

スマホアプリや活動量計で日々の歩数をカウントし、歩数データをタニタの「からだカルテ」

に送信するとポイントが貯まる仕組みで、貯めたポイントは地域ポイント「ＬＯＶＥ ＳＡＩＪ

Ｏポイント」として、市内の協力店舗で利用することができた。

より多くの市民に参加してもらうため、事業への参加は最長３年間とした。３年間経つと「卒

業」となり、日々の生活の中での運動や健康づくりに取り組んでもらうこととした。

2024（令和６）年度から事業内容を見直し、新規参加者を募集せず、2023（令和５）年度から

の継続参加者のみを対象として実施した。

本市の健康推進事業の検討を進める中で、本事業については、2018（平成30）年度の事業開始

から1,700人を超える市民の参加があり、一定の成果が見られたことや、近年は同様のサービス

が官民問わず充実してきていることから、2024（令和６）年度で終了した。

２　健幸アンバサダー

健幸アンバサダーは、健康に関する正しい知識を家族や友人などの身近な人に伝える健康の

「伝道師」（インフルエンサー）と位置付けられている。健康長寿社会を実現する制度開発を総

合的に進めるため、産学官の有識者が集って設立された一般社団法人スマートウェルネスコミュ

ニティ協議会が2016（平成28）年から開始した新しい制度である。

本市でも、2020（令和２）年度から事業に取り組み、2024（令和６）年度までに481人の健幸

アンバサダーを養成している。
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健幸アンバサダーの導入により、各自治会長からの推薦を受けて市長が委嘱し、地域で食育も

含む健康づくり活動に取り組んでいた健康づくり推進員制度は2020（令和２）年度で終了した。

わくわく健康ポイントの参加者、健幸アンバサダー、健康づくり推進員の推移は図表５-１-１

のとおりである。

図表５-１-１　各種健康推進事業 人数の推移

３　健康ふれ愛フェスティバル

合併記念事業として、健康意識や福祉事業への理解を深めてもらうことを目的に2005（平成

17）年度に始まった。総合福祉センターを会場にして、毎年春の大型連休期間中に産業文化フェ

スティバル及び福祉フェスティバル（市社会福祉協議会主催）と同時開催し、コンピュータ体力

診断や各種健康度チェック、健康体操などを実施していた。しかし、2020（令和２）年度から新

型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け開催中止が続き、産業文化フェスティバルの終了とと

もに、2022（令和４）年度に事業の終了を決定した。

４　高地運動教室

2006（平成18）年度に、フィールド大学構想の取組の一つとして、瓶ヶ森林道での健康増進教

室から始まった。３～５か月の期間をかけて、瓶ヶ森林道周辺での高地でのウォーキングや平地

でのウォーキングなどを行い、併せて医師による講話や栄養士・保健師による食生活、生活習慣

の指導を実施した。ウォーキング終了後は血液検査や体組成測定などにより、身体状況や食生活

の改善状況の評価を行った。対象は40歳以上の人（40～59歳の人は生活習慣病の所見が必要）

で、交流人口の拡大にも貢献していたが、2017（平成29）年度で終了した。

５　「笑い」で健康づくり推進事業

笑いを通じた健康づくりを推進し、健康寿命の延伸を目指し、2019（令和元）年度から開始し

た。当初は、愛媛住みます芸人を起用した笑いの場を各種行事において提供しており、2022（令

和４）年度からは愛媛プロレスと連携し、プロレスラーによる市内のイベント会場や公民館等の

施設への訪問活動を通して、地域に笑顔を届けた。2023（令和５）年度からは、社会人落語家・

笑いヨガ講師と連携し、笑いヨガや落語の要素も取り入れた。

本事業については、アンケート調査結果から、事業の有用性について参加者から一定の理解を

得られていたものの、一方で、有効性を定量的に測定することが困難であるという課題も挙がっ
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ていた。また、参加者が固定化しているという課題も生じていたため、2024（令和６）年度で終

了した。

６　西条市総合福祉センターでの健康増進指導

西条市総合福祉センターでは、生活習慣病の重症化及び発症の予防や介護予防など、市民の健

康増進を目的としてふれあいトレーニングルームと水浴訓練室を設置している。

ふれあいトレーニングルームは様々なトレーニングマシンを設置しており、有酸素運動や筋力

アップ運動、柔軟運動などに活用できる。水泳訓練室は６m×12m、水深０～110cm（可動床）の

プールで、水中ウォーキングや水中運動を行うことができる。

１　母子保健等

母子保健に関しては、合併前から各市町で実施していた母子健康手帳の交付や健康診査、健康

相談、健康教育、訪問指導等の事業を引き継ぐとともに、次の事業を新たに実施するなど、施策

を充実させている。

(1) こんにちは赤ちゃん事業

2009（平成21）年度から児童福祉法に基づく、乳児家庭訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）

について取り組み、生後４か月を迎えるまでの第１子の乳児のいる家庭への全戸訪問を開始し

た。その後、2011（平成23）年度から対象を生後４か月までの乳児のいる全ての家庭として、産

後うつ病質問票や赤ちゃんへの気持ち質問票により、産後の母親のメンタルヘルスを把握し、母

親の多面的な精神支援につなげている。

(2) 子育て総合相談窓口

育児不安を感じやすい産前産後における育児相談の充実を図るため、保健師・栄養士・助産

師・保育士・家庭児童相談員による個別相談を2005（平成17）年度から中央保健センターで週１

回実施し、親子の遊びの場の提供を行い情報交換や仲間と交流することで育児ストレスの緩和を

図り楽しく子育てができるよう支援した。

その後、「のびのびＤＡＹ」とし、親子の交流の場として、自由に遊んだり身体計測したりで

きる場を週１回提供していたが、2020（令和２）年度で終了し、授乳室に計測コーナーを設けて

いる。個別相談は身近な場所である各保健センター等で実施する「ハピ♡すく相談室」を月１回

開催し、保護者が気軽に利用できる場となっている。

(3) 乳幼児発達相談

乳幼児健康診査等において心身の発達に問題のある乳幼児に対して、2004（平成16）年度から
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身体・小児精神発達の専門医師による診察・相談を実施し、早期治療・療育へつないでいる。ま

た、臨床心理士や言語聴覚士による発達検査や個別相談を実施し、相談内容に応じた必要な支援

につなぎ、乳幼児の健全な発達の促進・育成を図っている。

(4) 育児支援教室

経過観察の必要な幼児と育児に不安を抱える保護者に親子遊びを通して生活に関する具体的な

相談・指導を行うことにより、子どもの健やかな成長・発達を支援することを目的に実施して

いる。参加する保護者の多くは育てにくさから育児不安を感じており、スタッフの具体的な指

導及び助言により、幼児の発達や接し方を理解し、よりよい親子関係を築いていけるよう支援し

ている。

(5) ペアレント・トレーニング

親子の関わり方に不安を抱える保護者に対し、2019（令和元）年度から地域子育て支援セン

ターと協力し、臨床心理士や保健師が「ペアレント・トレーニング」を実施し、育児不安の軽減

と子どもへの関わり方等について学ぶ機会を設けている。開催時、託児を行うことで、保護者が

ゆっくり講座に参加できるようにしている。

(6) ５歳児相談

３歳までの健康診査では、発達障がい等を発見することが難しいケースがある。３歳児以降か

ら就学までの大切な時期に早期発見の機会を作り、早期療育につなげていくことは重要であり、

2014（平成26）年度、市内５園でモデル的実施を行い、2015（平成27）年度から本格実施を開始

した。市内の５歳児を対象に「５歳児相談シート（保護者用）」を保護者に配布し、同時に保育

所（園）・幼稚園・こども園等にも「５歳児相談シート（先生用）」の記入を依頼して、状況把

握を行っている。これらを通し、保護者や園の気づきを促し、さらに、関係機関との共通認識が

図れるようになった。また、５歳児相談シートで個別相談を希望したケースに対して、相談や発

達検査を行い、個々に応じた適切な支援につなげている。

その他、必要に応じて保育所（園）・幼稚園・こども園等への園訪問を実施し、対象児に対す

る適切な支援方法等を検討する機会を作っている。また、ウイングサポートセンターと連携し、

情報共有を図り、スムーズな就学に向けた継続的な支援につなげている。

(7) すこやか親子推進連絡会議

全ての親と子の健康や生活環境の向上を図るために、保健・医療・福祉・教育等の関係分野と

連携し、ネットワークの構築により、母子保健における地域支援体制を確立することを目指して

2005（平成17）年度から年１回開催している。

(8) 子育て支援連絡会

親子の抱えている様々な問題を解決することを目的に、2006（平成18）年度から、西条・東予
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・丹原・小松の各地域で子育て関係機関（保育所（園）・幼稚園・家庭児童相談員・子育て支援

センター等）の関係者が参加し、情報交換や学習会やケース検討会等を開催した。

2018（平成30）年度からは、丹原・小松地域のみで開催している。西条・東予地域については、

必要に応じて随時、情報共有等を行い、連携を図りながら親子の支援の方向性を検討している。

(9) 特定不妊治療費助成

不妊治療における経済的負担を軽減するため、2006（平成18）年度から県の特定不妊治療費助

成事業に併せて補助していたが、2022（令和４）年度に不妊治療が保険適用となったことで、助

成事業は終了した。

2023（令和５）年度から、県の人口減少対策総合交付金を活用し、不妊を心配する夫婦が受け

た検査に対して妊娠前検査費補助事業を、保険診療の特定不妊治療と併用して行った先進医療に

対して特定不妊治療（先進医療）費補助事業を開始した。

(10) ふる里出産妊婦健診助成事業

里帰り出産で帰省し、本市内の産婦人科で妊婦健診を受診した県外在住者に対し、健診費用の

助成を行うことにより妊娠中の負担軽減を図る制度で、2009（平成21）年度から開始し、2014

（平成26）年度末で廃止した。

(11) 産後ケア事業

出産後の心身の休養や育児不安の解消のため、自宅又は本市指定の施設で各種サポートが受け

られる制度で、2020（令和２）年度から実施している。市内に住所を有する産後１年未満の母子

が対象で、母の健康状態の相談・指導、乳房のケアや授乳指導、赤ちゃんの健康状態・体重・排

泄・沐浴、育児の相談や指導、心身の休養サポートなどを行っている。

(12) 子育て世代包括支援センターの設置

2017（平成29）年４月に、子育て世代包括支援センターが法定化されたことを受け、本市で

は、妊産婦や乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、地域の特性

に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供することを目的として、西条市子

育て世代包括支援センター（ハピ♡すくルーム）を2020（令和２）年10月に設置した（詳細は４

編２章２節を参照）。

(13) 妊婦一般健康診査・妊婦歯科健康診査

本市では母子健康手帳交付時に、費用の一部を助成する妊婦一般健康診査受診票（14回分）と

妊婦歯科健康診査受診票（１回分）を交付している。2024（令和６）年度から多胎妊婦には、14

回分の受診票に追加して５回分の健診費用を公費助成している。受診票は市内だけでなく愛媛県

内の医療機関・助産所でも使用できる。県外では使用できないが、診査費用を全額支払っても

らった後、費用の一部払い戻しを行っている。
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11,676

10,164

本市がこれまで取り組んできた母子保健事業の実施状況は図表５-１-２のとおりである。

図表５-１-２　母子保健事業の実施状況

２　予防接種

予防接種法に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、市内医療機

関の協力を得て、予防接種事業を実施している。また、予防接種による健康被害が生じた場合、

迅速な救済を図ることとしている。
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①　Ａ類疾病…主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点。本人に努力義務。接種勧奨有り。

　　　定期予防接種の対象。

　ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎（ポリオ）、麻しん（はしか）、風しん、日本脳炎、

　　　破傷風、結核、Ｈｉｂ感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症

　（子宮頸がん予防）、水痘、Ｂ型肝炎

②　Ｂ類疾病…主に個人予防に重点。努力義務無し。接種勧奨無し。定期予防接種の対象。

　インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症

３　健康相談・健康診査・がん検診等

高齢者や成人に関する保健事業については、生活習慣病、がん等の疾病の早期発見、早期治療

を目的に健康相談、健康診査、がん検診等を中心に、合併前からの事業を引き継ぐとともに、次

の事業を新たに実施するなど、施策を充実させている。

健康診査は、加入している健康保険の種類と年齢により様々であり、市の施設等で行う集団健

診と医療機関で行う個別健診を選ぶことができる。

また、がん検診は、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん、前立腺がんについて実

施しており、市民なら年齢条件だけで誰でも受診することができる。

(1) 特定健康診査・特定保健指導事業・重症化予防事業

2008（平成20）年度から、40歳から74歳までの国保の被保険者を対象とした糖尿病等の生活習

慣病に関する健康診査（特定健診）、生活習慣病の発症リスクが高い方に対して生活習慣の改善

を目的とした保健指導（特定保健指導）を負担なしで実施している。

また、2018（平成30）年８月から糖尿病性腎症重症化予防事業を実施している。

(2) 健診Ｗｅｂ予約システム

スマートシティ西条トライアル事業として、2018（平成30）年度から健診Ｗｅｂ予約を開始し

た。2023（令和５）年度からは、公益財団法人愛媛県総合保健協会が提供するＷｅｂ予約システ

ムサービスを利用して、集団健診で受ける特定健康診査とがん検診の予約申込を受け付けてい

る。土日祝日を含む健診日の11日前まで予約可能で、予約が完了した後に登録メールアドレスに

予約申込完了メールを送付している。

(3) 減塩生活推進事業

2013（平成25）年度から、幅広い世代に向けて減塩の必要性を説く「はじめよう！減塩生活」

として取組を始めた。減塩バランスに配慮した料理講習会の開催や、減塩に関するチラシを作成

し全戸配布した。市ホームページでは減塩バランスメニューの紹介などを行っている。

(4) ラジオ体操で始める健康づくり推進事業

市民が健康への関心を高め、生活習慣病予防や介護予防につなげるとともにコミュニティの強

化、地域の活性化を図ることを目的に2015（平成27）年度から開始した。５人以上のグループで
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登録し、ラジオ体操を実施するごとにスタンプを押すというポイント制を採用していた。

また、ＮＨＫテレビ・ラジオ体操講師を招いてラジオ体操の講座も開催した。

４　精神保健事業

(1) 自殺予防対策

本市では2019（平成31）年３月に自殺対策計画を策定し、自殺対策を支える人材（ゲートキー

パー）の育成、地域におけるネットワークの強化、生きることの促進要因への支援など、様々な

予防対策に取り組んでいる。

(2) 個別支援

精神科医が直接対応する「こころの相談」を毎月行うほか、本市ホームページ内に「こころと

いのちのページ」を設け、オンライン相談、様々な相談窓口への取次、関連情報の紹介などを

行っている。

(3) 関係機関連絡会

本市では精神疾患を持つ方を支援する関係機関（地域活動支援センター職員・就労継続支援施

設職員・保健所・保健センター職員等）が連絡会を組織し、デイケアの活動内容、家族教室など

の内容の協議を行っている。

５　食育推進事業

前述のように、本市では2010（平成22）年３月から３次にわたる食育推進計画を策定し、様々

な事業に取り組んでいる。

(1) 食育検討庁内連絡会

食育は幅広い分野に関わることから、行政機関をはじめとして、様々な関係機関・関係団体が

連携し一体的に取り組むことが必要となる。そのため地域を中心として、食育に関わる関係機関

が担う役割を明確にし、相互の連携を図るとともに、本市の庁内組織に食育検討庁内連絡会を設

置し、食育事業の実施に関する情報交換や計画立案などを行っている。

(2) 食生活改善推進協議会

食生活改善推進協議会は、保健所での栄養教室修了者の組織化を目的として設立された全国組

織である。会員は地域の健康づくりを担う食育アドバイサーとして、「私達の健康は私達の手

で」をスローガンに、食育の促進や郷土料理等の食文化の継承などに取り組んでおり、食生活改

善推進員の日々の活動は、厚生労働大臣表彰や知事表彰の受賞等により評価を得ている。本市の

会員は2024（令和６）年度末現在で149人である。
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3,371

28,810

148

1,210

図表５-１-３　健康相談、健康診査事業の実施状況

６　がん対策関連

(1) がん対策推進条例

2007（平成19）年にがん対策基本法が施行され、愛媛県が2008（平成20）年にがん対策推進計

画を策定、2010（平成22）年には愛媛県がん対策推進条例を制定している中、本市では市民一人

ひとりが、がんを正しく知り、がんの予防及び早期発見に努めるとともに、適切な医療及び支援
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により、がん患者が地域で安心して暮らしていけるよう、2021（令和３）年４月１日にがん対策

推進条例を施行し、がん対策推進事業を開始した。

がんは1981（昭和56）年以降、我が国の死因の第１位となっており、全死亡者のおよそ３分の

１はがんが死因であるとされる。本市の死因順位もがんが第１位であり、今後、更なる高齢化の

進行からがん罹患者数が増加することが見込まれる。同条例では、市の責務、市民、医療及び福

祉関係者、事業者の役割を明らかにするとともに、がん教育、がん予防、在宅医療・緩和ケア、

骨髄移植、がん患者等への支援など、がん対策に関する施策の基本となる事項を定めた。

(2) 骨髄バンクドナー支援

骨髄等（骨髄又は末梢血管細胞）の移植やドナー登録者の増加を図るために、骨髄移植のド

ナーとドナーが勤務する事業所を対象に助成金を交付する制度で、2019（令和元）年度から実施

している。ドナーには骨髄等の提供１回につき10万円、ドナーが勤務する県内の事業所には助成

対象ドナー１人の骨髄等の提供１回につき５万円を助成している。

(3) ヘリコバクター・ピロリ感染検査

胃がんのリスク原因であるヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）感染の有無を確認し、必要に

応じて除菌治療につなげることを目的とする検査で、2017（平成29）年度から開始した。本市で

は成人向けの検査に加え、早期発見・予防を目指して中学２年生を対象にした検査も行ってい

る。

(4) 若年がん患者在宅療養支援事業

若年のがん患者が、住み慣れた自宅などで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅療

養に必要な費用の一部を助成する制度で2021（令和３）年度から実施している。20歳以上40歳未

満の人、又は18歳以上20歳未満の人のうち小児慢性特定疾病医療費助成事業の認定を受けられな

い人で、医師に回復の見込みがない状態に至ったと判断され、在宅療養上の生活支援や介護が必

要な人を対象とする。訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売がサービスの

対象で、１か月当たり６万円を限度額として利用料の９割を助成している。

(5) ウィッグ・補整具等購入費助成

がん治療中の市民の就労や社会参加を応援し、より良い療養生活が送れるよう、ウィッグや補

整具等の購入費の一部を助成する制度で2021（令和３）年度から実施している。がん治療を原因

とする外見の変化に伴い、ウィッグや補整具等が必要な人が対象となる。2024（令和６）年４月

からは、専用入浴着、エピテーゼ、弾性着衣も助成対象としている

(6) 小児がん等の治療後の任意予防接種費助成

骨髄移植その他の理由により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断さ

れ、任意で改めて予防接種を受ける小児に対し、当該予防接種に要する費用の一部を助成すること
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により、感染症の発生及びまん延の予防や子育てに係る負担の軽減を図る制度で2021（令和３）

年度から実施している。対象となるのはＡ類疾病に係る予防接種で、ＢＣＧは４歳未満、小児肺

炎球菌感染症は６歳未満など、一部のワクチンには上限年齢がある。

新型インフルエンザとは、季節性インフルエンザと抗原性が大きく異なるインフルエンザのう

ち、国民が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康

に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものを指す。2013（平成25）年４月に施行され

た新型インフルエンザ等対策特別措置法において、市町村がその区域に係る対策実施に関する計

画を定めるよう求めた。本市は新型インフルエンザ発生時の基本的な対応について、国及び県の

行動計画との整合性を図りつつ、個別の取組項目などを示す「西条市新型インフルエンザ等対策

行動計画」を2015（平成27）年３月に策定した。

新型インフルエンザ及び感染力の強さから同様に社会的影響が大きくなると予想される新たな

感染症が対象で、感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護すること、市民の生

活及び地域経済に及ぼす影響を最小にすることが目的である。

新型インフルエンザの発生段階を、①未発生期 ②海外発生期 ③県外発生期 ④県内発生早期 

⑤県内感染期 ⑥小康期の６段階で整理し、対策の主要項目を①実施体制 ②サーベイランス・情

報収集 ③情報提供・共有 ④予防・蔓延防止 ⑤医療体制 ⑥市民生活及び地域経済の安定の確保

の６項目に分けて立案した。

新たな感染症である新型コロナウイルスの発生を受けて、2020（令和２）年９月に「西条市事

業継続計画（ＢＣＰ）〈新型インフルエンザ等感染症編（新型コロナウイルス感染症等）〉を策

定し、新型インフルエンザ等対策行動計画に沿って各部署の行う業務を明らかにした（新型コロ

ナウイルス感染症については第５編第６章を参照）。

本市には、合併時からこれまで、西条地区の中央保健センター、東予保健センター、丹原保健

センター及び小松保健センターの４か所の保健センターが設置されており、各種健（検）診・予

防接種の予約・実施、助産師や保育士による妊娠や出産、育児に関する相談、心身の健康に関す

る相談、食生活や健康に関する講座、手軽なトレーニング教室の開催などを行ってきた。

①　中央保健センター…神拝甲324番地２ 総合福祉センター（もてこい元気館）内

②　東予保健センター…周布606番地１東予総合福祉センター内

③　丹原保健センター…丹原町池田1762番地4（令和４年８月まで）

④　小松保健センター…小松町新屋敷乙48番地1
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丹原保健センター

このうち、丹原保健センターは、2022（令和４）年８月の総合支所の再編等に併せて丹原サー

ビスセンター（丹原町池田1733番地１）内へ移転した。

また、2025（令和７）年度から、丹原保健センター及び小松保健センターの機能を東予保健セ

ンターに集約し、西部地域の健康づくりの拠点として新たに「西部保健センター」として再編

し、効率的かつ効果的な健康・保健施策を推進することとしている。

図表５-１-４　保健センターの再編方針
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令和４年８月の総合支所の再編等にあわせて、丹原保健センターを丹原サービスセンター内へ移転するとともに、

丹原福祉センターについても施設の老朽化等により運営を終了し、令和５年11月末に建物の解体・搬去を完了した

ところ。人口減少、少子高齢化の更なる進展等により保健センター及び福祉センターに求められる役割や機能も変

化してきている中、限られた資源を有効活用し、効率的かつ効果的な健康・保健事業を展開するため、保鍵セン

ター及び福祉センターを再編する。

具体的には、令和７年度から丹原保健センター及び小松保健センターの機能を東予保健センターに集約するととも

に、小松地域福祉センターについても、福祉センター機能を廃止した上で、東予総合福祉センターに集約し、令和

７年度から『（仮称）西部保健センター」及び（仮称）西部総合福祉センター』を西部地域の拠点として再編し、

令和７年度から開始する第３次西条市健康づくり計画の推進体制を強化するなど、効率的かつ効果的な健康・保健

施策を推進する。
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■
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１　制度の経緯

全ての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険の体制が1961（昭和36）年４月に

確立し、市町村等は国保事業を行うことが義務付けられた。2004（平成16）年の合併では、それ

まで各市町で異なっていた事務事業内容を調整し、統一等を行った。

市町村等が行う国民健康保険については、被用者保険と比べて低所得で所得に占める保険料負

担の割合が高く、医療費水準の高い高齢者が多い等の構造的な課題を抱えており、財政的に非常

に厳しい状況にある。

合併後に行われた主な制度改正として、2008（平成20）年度に後期高齢者医療制度が創設さ

れ、75歳以上の被保険者等は後期高齢者医療保険へ移行されることとなり、乳幼児の窓口負担割

合２割が就学前児童まで拡大された。2014（平成26）年度からは、70歳を迎える被保険者の窓口

負担割合が原則２割になった。

2018（平成30）年度からは、都道府県が財政運営の責任主体となり、国民健康保険事業費納付

金の決定、標準保険料率の提示等の中心的な役割を担い、各市町村は、資格管理、保険給付、保

険料率の決定、賦課徴収などを引き続き担うこととなった。

２　国民健康保険運営協議会

市町村等の国民健康保険運営協議会は、国民健康保険法に基づき設置する市町村長等の附属機

関であり、国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的に、保険給付、保険料の徴収など、

市町村等が処理する事務に係る重要事項の審議を行っている。

本市における同協議会は、被保険者代表、保険医又は保険薬剤師の代表、公益代表、被用者保

険等保険者代表による委員14人（令和７年３月末現在）で構成しており、委員の任期は政令の改

正により2018（平成30）年度から３年となっている。

３　国民健康保険税の取扱いについて

合併調整により2004（平成16）年度は旧２市２町のそれぞれの税率を引き継ぎ、2005（平成

17）年度から税率を統一した。ただし、急激な負担増を緩和するため３年間は財政支援措置を講

じることとし、額については保険給付費等の状況を勘案しながら調整した。

2006（平成18）年度、2012（平成24）年度、2013（平成25）年度、2015（平成27）年度にそれ

ぞれ保険税率の改定を行った。国保財政運営の都道府県単位化により保険料水準の県内統一を目

指すことから、本市においては、2023（令和５）年度、2024（令和６）年度の２か年で資産割を

廃止し、税率を県の示す標準保険料率を参考に改定することとした。

第２章　国民健康保険

第1節　国民健康保険の経緯
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13,626

20,122

406,470

7,592,945

資料：国保医療課（事務報告書・一）

注：各年度の数値は年度平均

１　被保険者数等の推移

本市における国民健康保険の被保険者数等、保険給付の推移は、図表５-２-１及び図表５-２-

２のとおりである。

図表５-２-１　被保険者数等の推移

図表５-２-２　保険給付の推移
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第２節　国民健康保険の状況
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２　西条市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）

厚生労働省の「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」（平成26年３月末改

定）に基づき、保険者は、健康・医療データを活用しＰＤＣＡサイクルに沿った効率的・効果的

な保健事業を実施することとなった。本市においても、2016（平成28）年３月に第１期となる

「国民健康保険保健事業実施計画」（データヘルス計画）を策定した（計画期間：平成28～29年

度）。

その後、2018（平成30）年３月には、特定健康診査等実施計画との相互の連動も念頭に置き第

２期データヘルス計画及び第３期特定健康診査等実施計画を一体的に策定した。

2024（令和６）年度には、2029（令和11）年度までを計画期間とする第３期データヘルス計画

及び第４期特定健康診査等実施計画を策定した。

３　保健事業

(1) 国保人間ドック実施事業

合併調整により2005（平成17）年度から35歳以上で市が行う総合健診、個別健診、単独検診を

受診若しくは申込みをしていない人を対象に、短期人間ドックと脳ドック（同時受診可、70歳未

満）を実施している。健診料は、市が７割（平成26年度までは８割）を負担する。

(2) 重複・頻回受診・重複服薬等指導事業

合併後、重複・多受診者訪問指導事業として実施し、家庭訪問により本人及びその家族へ適切

な受診・服薬の指導・助言を行いながら、日常の生活習慣の改善や健康管理への理解を促すこと

により、医療費の適正化を図る事業を実施している。

(3) はり・きゅう施術助成事業

合併調整により被保険者の健康の保持増進を目的として、市長の指定を受けた施術担当者によ

る保険適用外のはり・きゅう施術に対し、市が施術料の７割を負担している。

(4) 特定健診・特定保健指導事業

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査等実施計画（第１期：平成20年３月策

定、計画期間：平成20～24年度）を策定し、40歳から74歳までの被保険者を対象とした糖尿病等

の生活習慣病に関する健康診査（特定健診）、生活習慣病の発症リスクが高い方に対して生活習

慣の改善を目的とした保健指導（特定保健指導）を被保険者の負担なしで実施している。

(5) 糖尿病性腎症重症化予防事業

2018（平成30）年８月から特定健診の結果でＨｂＡｌｃ6.5以上の被保険者のうち未治療者、

治療中断者に対し、糖尿病性腎症検査の受診勧奨及び重症化予防プログラムへの参加勧奨を実施

している。受診勧奨後に医療機関を受診した割合は例年約50％と一定の効果は出ているものと推

測できる。
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本市における国民健康保険の保健事業の推移は、図表５-２-３のとおりである。

図表５-２-３　保健事業の推移
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資料：国保医療課（事務報告書・一）

注：各年度の数値は年度平均

１　制度の経緯

高齢化の進展に伴う医療費の増大に対応するため、健康保険法等の一部を改正する法律によ

り、2008（平成20）年４月から従来の老人保健制度が後期高齢者医療制度に変更された。

本制度により、各世代の負担を明確にし、公平かつわかりやすく、安心して医療を受けること

ができる仕組みが構築され、高齢者を社会全体で支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一

部を負担することで財政基盤の安定化が図られることとなった。財源は公費が５割（国：都道府

県：市町村＝４：1：１）、現役世代からの支援金（国民健康保険や被用者保険等からの負担）

が４割、残る１割が被保険者の保険料で賄われる。

２　運営主体

制度の創設に伴い、都道府県を単位とした後期高齢者医療広域連合が創設された。愛媛県で

は、県内全ての市町が加入する愛媛県後期高齢者医療広域連合が、制度の運営主体として保険料

の決定や改定、医療給付などを実施し、本市のほか各市町では保険料の徴収や各種窓口業務など

を行っている。

また、同広域連合の職員は県内市町からの派遣職員であり（会計年度任用職員を除く）、本市

からも創設当初（創設前の準備期間を含む）から２人の職員を交代で派遣している（派遣期間：

２〜３年）。

１　被保険者数等の推移

本市における後期高齢者医療保険の被保険者数、保険給付の推移は、図表５-３-１～５-３-２

のとおりである。

図表５-３-１　被保険者数の推移

第３章　後期高齢者医療保険

第１節　後期高齢者医療保険の経緯

第２節　後期高齢者医療保険の状況
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図表５-３-２　保険給付の推移

２　保健事業

(1) 短期人間ドック実施事業（市単独事業）

後期高齢者医療制度開始の2008（平成20）年度から、本市に住所を有する後期高齢者医療保険

の被保険者で、総合健診、個別健診、単独検診を受診若しくは申込みをしていない人を対象に、

短期人間ドックを実施している。健診料は、市が７割（平成26年度までは８割）を負担する。

(2) はり・きゅう施術助成事業（一部広域連合からの補助あり）

同じく2008（平成20）年度から、本市に住所を有する後期高齢者医療保険の被保険者の健康の

増進を目的として市長の指定を受けた施術担当者による、保険適用外のはり・きゅう施術に対

し、市が施術料の７割を負担している。

(3) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業（一部広域連合からの補助あり）

75歳以上の高齢者に対する保健事業を市町村が介護保険の地域支援事業等と一体的に実施する

ことができるよう、国、広域連合、市町村の役割等について定めるとともに、市町村等におい

て、各高齢者の医療・健診・介護情報等を一括して把握できるよう規定の整備等が行われ、2020

（令和２）年４月から高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業が開始された。

広域連合は、その実施を構成市町村に委託することができ、本市でも、2023（令和５）年度か

ら愛媛県後期高齢者医療広域連合から委託を受け、データ分析、地域の健康課題の把握、対象者

の抽出、事業の企画・調整・分析・評価を行う医療専門職を配置し、本事業を開始した。

市は、介護保険及び国民健康保険の保険者であり、保健事業や介護予防のノウハウを有し、高

齢者の心身の特性に応じてきめ細かな住民サービスが提供できることから、後期高齢者の保健事
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業についても介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に実施することとして

いる。

本事業は大きく次の二つの取組が挙げられ、健康寿命の延伸と医療費を始めとした社会保障費

の適正化に努めている。

①　ハイリスクアプローチ（高リスク者への保健指導）… 糖尿病性腎症や高血圧の重症化

　　　予防、低栄養の防止などの個別的支援や健診、医療、介護を受けていない者への健康状態

　　　の把握を行い、関係機関への支援につなげる（高血圧重症化予防は令和６年度から、それ

　　　以外は令和５年度から開始）。

②　ポピュレーションアプローチ（集団全体に幅広く）… 通いの場等においてフレイル予

　　　防等の普及啓発活動や健康教育・健康相談などを実施する。

本市における後期高齢者医療保険の保健事業の推移は、図表５-３-３のとおりである。

図表５-３-３　保健事業の推移
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１　沿革・経営の変遷

周桑病院の前身は、産業組合（現在の農業協同組合の前身）が1938（昭和13）年７月、旧壬生

川町（その後、東予市）に開院した「医療利用組合連合　周桑病院」である。その後、1961（昭

和36）年に周桑郡（壬生川町・三芳町・丹原町・小松町）が周桑病院組合を設立し公立病院とな

り、企業法の改正により組合規約を改正して、1972（昭和47）年からは周桑病院企業団に改称

し、東予市、丹原町、小松町の１市２町による事務組合として運営が続けられてきた。

2004（平成16）年に、２市２町が合併し新西条市が誕生した際に、同院も新たに西条市立とし

てスタートした。2010（平成22）年４月からは（医）専心会が指定管理者として管理運営を開始

した。2020（令和２）年、同会が指定管理者として２期目（期間20年）に入り、現在、同院の運

営を継続している。

2011（平成23）年１月には禁煙外来を設置。2019（令和元）年に精神科病床165床を廃止し、

2023（令和５）年には訪問看護ステーションを開設した。新型コロナウイルス感染症対策では、

入院患者への面会禁止、入館者の体温測定実施、感染隔離病床や発熱外来の設置などを行い、感

染拡大後も入院患者については感染隔離病床へ移すなど速やかな対応で通常の診療を継続した。

２　経営改革

2004（平成16）年に導入された新医師臨床研修制度の開始で全国的に医師不足が生じ、同院で

も深刻な医師不足により診療体制の縮小を余儀なくされ、患者数の大幅減少による収入減から経

営がひっ迫し、危機的な状況となった。

そこで市の医療体制や同院の運営手法などについて、有識者や医療関係団体などによる西条市

医療基本構想策定委員会を設置し、その答申を受け、2009（平成21）年３月に「西条市立周桑病

院改革プラン」を策定し、それに基づき指定管理者制度を導入することで経営改革を行うことと

した。

具体的には、同院を存続する方策として行政が出資し、市立周桑病院の医師を理事長とした

（医）専心会を立ち上げ、同法人に運営を委託することで対応し、医師不足などによって悪化し

た同院の経営状況を改善した。また、その後も2017（平成29）年３月に「西条市立周桑病院新改

革プラン」を策定するなど経営の効率化等を視点に改革を進めてきた。

その結果、2010（平成22）年４月の指定管理者制度導入以降は、経常収支において黒字化を実

現することができ、安定した地域医療の提供体制を構築することができていた。

しかしながら、2023（令和５）年には再び経常収支が赤字となり、現在、更なる経営改革が必

要となっている。
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３　西条市立周桑病院経営強化プラン

(1) 策定の趣旨

合併した2004（平成16）年当時と比較して、2023（令和５）年度末の本市の人口は１割近く減

少し、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると将来的には更なる人口減少が見込まれてい

る。このような状況の中、医師や医療従事者不足、近隣への複数の医療機関の開設などによる収

益減に加え、市の財政状況の悪化など、公立病院を取り巻く環境は一層厳しさを増している。

周桑病院は、二次救急病院として救急医療体制の一翼を担い、大規模災害時には市内全域の拠

点としての役割を担う施設であることなどを鑑み、市内唯一の公立病院として市民の健康と生命

を守るため、将来にわたり地域医療の拠点として持続可能な病院経営を目指すため、2024（令和

６）年３月に周桑病院経営強化プランを策定した。経営上の最重要目標を「経常収支黒字の確

保」とし、医療の質の向上等による収益確保や経費節減など、経営の効率化に向けた取組を推し

進めることを目標とし、計画期間は2024（令和６）～2027（令和９）年度の４年間である。

本プランにおける各種数値目標の設定は図表５-４-１及び図表５-４-２のとおりである。

図表５-４-１　医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標の設定

図表５-４-２　経営指標に係る数値目標設定
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169 137

４　現状

(1) 施設概要　※2024（令和６）年４月１日現在

(2) 利用状況

周桑病院の利用状況の推移は図表５-４-３のとおりである。

図表５-４-３　西条市立周桑病院の利用状況の推移
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(3) 経営状況

西条市立周桑病院改革プランを策定後の経営状況は図表５-４-４のとおりである。

図表５-４-４　西条市立周桑病院の経営状況（改革プラン策定後）
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１　医療施設の状況

本市の医療施設の状況は図表５-４-５のとおりで、病床数は減少傾向にある。

図表５-４-５　医療施設の状況

２　医師の状況と医師確保

本市の医師、歯科医師、薬剤師の推移は図表５-４-６のとおりである。

全国的な医師不足が懸念される中、本市も人口10万人当たりの医療施設従事医師数は県内11市

中低位にあり、また、医師の高齢化も進むなど医療人材不足が課題となっている。そのため、適

正数の医師を確保し、持続可能な地域医療体制を構築していくために様々な取組を行っている。

図表５-４-６　医師、歯科医師、薬剤師の推移
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３　西条市医師確保奨学金制度

将来医師として市の指定医療機関に勤務し、地域に貢献する意思のある医学生に対し、修学上

必要な資金の貸付制度を2013（平成25）年度に創設した。

医師免許の取得後は市の指定医療機関で臨床研修を受け、一定期間医師として勤務することで

奨学金の返還を免除することとした。対象者は次のとおりである。

①　自治医科大学を除く国内大学の医学部において医学を専攻する学生であって、将来医師

　　　として本市の指定医療機関で勤務する意思を有する者。

②　住所要件はなし

③　１年生から６年生まで

④　他医療機関に勤務することで奨学金の返還が免除されるなど、勤務条件のある同種奨学

　　　金等を受けていない者

募集人員は年間２人で、奨学金の種類と貸付限度額については、①入学資金奨学金…50万円

（入学金等で大学に納める額）、②修学資金奨学金…月額20万円まで、としており、奨学金の貸

付期限は、貸付決定の月から大学を卒業するまで（最大６年）となっている。

また、指定医療機関として、本市の基幹型臨床研修病院を指定しており、2024（令和６）年度

時点では、次のとおりである。

①　西条市立周桑病院

②　済生会西条病院

③　西条中央病院

図表５-４-７　西条市医師確保奨学金制度の利用状況

４　医師の移住推進

医師確保のため、プロモーションや移住体験ツアーを実施するなど、Ｕターン、Ｉターン、J

ターンを問わず、医師数の多い関東圏など広範囲からの医師の移住推進施策に取り組んでいる。

(1) Ｗｅｂサイト広告などでの求人活動

・「医師求人・転職・募集の専門サイト　ｅ-ｄｏｃｔｏｒ」への掲載

・市ホームページでの医師移住関連情報の掲載

(2) 医師の移住者へ給付金支給

東京23区に在住又は通勤している人が、マッチングサイト（愛媛の求人・移住総合情報サイト

「あのこの愛媛」）に掲載している移住支援金対象の本市の医師求人に応募し、就職した場合、

国と市から給付金を支給する。
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１　西条市休日夜間急患センター

合併以前から本市エリアでは一次救急を在宅当番制で行っており、当番病院における医療従事

者の確保や協力医院の減少による医師への負担、受診者の利便性の向上などの諸課題に対応する

ことが必要となっていた。このため市民が安心して必要な医療を受けられるよう、市内で休日や

夜間の一次救急医療の中心的役割を担う施設として、2012（平成24）年７月に休日夜間急患セン

ターを設立した。管理運営は、西条市医師会が指定管理者となって行っている。

図表５-４-８　休日夜間急患センターの患者数実績

２　二次救急医療

入院や手術が必要な重症者に対し、適切かつ早期の治療が受けられる体制を365日24時間にわ

たり確保するため、愛媛県から一つの医療圏として設定されている新居浜市と協力し、合併前か

ら実施していた病院群輪番制を引き継ぎ、両市で対象となる救急告示医療機関に対し、新居浜・

西条広域行政圏協議会を通じて補助を実施している。

対象となる医療機関は、９つの医療機関で、新居浜市は３医療機関、本市は６医療機関である。

（対象医療機関）

新居浜市…国立愛媛労災病院、住友別子病院、十全総合病院

西条市…済生会西条病院、西条市民病院、西条中央病院、市立周桑病院、村上記念病院、

　　　　横山病院
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３　東予東部小児二次救急医療システム（広域輪番制）

将来にわたる二次救急体制の維持確保のため、西条・新居浜・四国中央の東予東部地域の３市

で2013（平成25）年８月から小児科の二次救急（入院や手術、検査などを必要とする重症患者が

対象）について広域輪番制を導入している。西条中央病院（西条市）、愛媛県立新居浜病院（新

居浜市）、四国中央病院（四国中央市）の３医療機関で実施している。

診療所については、合併前からの施設を引き継ぎ、中川診療所と大保木診療所を市立診療所と

して運営していた。

しかし、大保木診療所は、高齢を理由に当時の医師が診療を辞退したことから、通院患者に聞

き取りを行い、自治会関係者や西条市医師会と協議の上、2024（令和６）年度末で運営を終了

した。

１　西条市立中川診療所

2004（平成16）年の合併により丹原町立であった中川診療所を廃止し、市立中川診療所として

開設した。2012（平成24）年10月に一時診療を休止したが、近藤クリニックの医師が後任となり

2013（平成25）年６月に診療を再開した。主に丹原町西部地域の住民が利用している。

２　西条市立大保木診療所

2004（平成16）年の合併により西条市・小松町共立であった大保木診療所を廃止し、市立大保

木診療所として開設した。診療は福山外科医院から石川内科を経て秋山医院が運営していたが、

2024（令和６）年度末で運営を終了した。
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本市のスポーツ行政については、合併時は社会体育の位置付けで教育委員会が所管していた

が、2006（平成18）年度からは、スポーツを通じた健康づくりの観点を重視し、所管を市長部局

（保健福祉部、令和元年度からはこども健康部）に移管し、各種事業を実施している。

１　体育施設無料開放

本市では合併当初から、「市民一人１スポーツ」を掲げ、スポーツ人口の底辺拡大や生涯ス

ポーツの推進普及を目指すため、毎週水曜日を市民スポーツデーと定め、スポーツ施設の無料開

放を行ってきた。当初はひうち陸上競技場、総合体育館、ひうち体育館、西条西部体育館の４施

設だったが、2024年（令和６）年度時点での水曜日無料開放施設は次のとおりである。

2014（平成26）年には、合併10周年記念事業の一環として11月４日から７日までの４日間、

９つの体育施設で無料開放を実施した。

２　次世代育成支援スポーツ事業

本市では市民一人１スポーツの一環として、2005（平成17）年度から「次世代育成支援スポー

ツ事業」に取り組んでいる。この事業は、オリンピック代表選手やプロ選手など、トップアス

リートを講師に迎え、小学生・中学生・高校生を対象に、各種スポーツ教室を開講することで、

スポーツを通じて次世代を担う青少年の健全育成を推進する取組である。

2011（平成23）年には、スポーツ振興法を全部改正する形でスポーツ基本法が制定され、これ

が同事業のリニューアルのきっかけになった。同法により、青少年の「自立して生きる力」と

「ともに生きる心」を育む社会総がかりの取組の中で、スポーツが果たすべき役割と重要性が明

確化された。これを受けて、同事業の一層の拡充発展を図るため、大きく三つのステージ

（「きっかけづくり」「ステップアップ」「競技力向上意識啓発」）に分けて、事業を推進する

こととした。

最初の「きっかけづくり」のステージでは、競技経験の少ない小学校低学年の児童を対象に、
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複数の競技種目体験などを通じたスポーツに親しむ窓口となる場を提供することとした。また、

「ステップアップ」のステージでは、トップアスリートによる各種競技教室を、拡充を図りなが

ら実施した。さらに、「競技力向上意識啓発」のステージでは、競技力の向上を図るため優れた

指導者による一定期間に及ぶ継続的な各種競技のトレーニング教室開催と、意識啓発の取組とし

て講習会やセミナーなどを開催した。

次世代育成支援スポーツ事業の各年度の実績は、図表５-５-１のとおりである。

図表５-５-１　次世代育成支援スポーツ事業の各年度の取組
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３　合宿都市構想/スポーツ合宿推進事業

合宿都市構想は、恵まれた自然環境を生かして社会人や大学生の部活動などのスポーツ合宿を

誘致し、交流人口の拡大とまちの活性化を図るとともに、合宿に訪れた選手たちと市民の交流に

よる競技力の向上や健康増進を目指すものである。東予運動公園内には2008（平成20）年10月に

屋内体育施設「ビバ・スポルティアＳＡＩＪＯ」がオープンするなど施設整備も進んでいる。

構想のきっかけとなったのは、2006（平成18）年２月に東海大学と教育・研究交流協定を結ん

だことである。本市はかねてから、環境や産業振興などの施策について同大学の協力を得てお

り、協定を契機として更に広範な分野での連携協力を進めていくこととした。同年３月には、前

述した次世代育成支援スポーツ事業の一環として、同大学の高野進助教授を招いて陸上競技教室

を開催。そして、同年５月には、同大学スポーツ医科学研究所の寺尾保所長を招き、まちづくり

セミナー「高地トレーニングを科学する」を開催した。

本市ではもともと、温暖な気候のため２月下旬から３月にかけて春季キャンプを行う大学や社

会人の野球チームなどがあった。合宿都市構想は、東海大学との連携をきっかけに、市の事業と

して積極的に合宿を誘致していくこととしたものである。2007（平成19）年の春には９チームが

合宿を行い、2008（平成20）年春には合宿中の京都産業大学サッカー部によるサッカー教室が開

かれた。そして、同年５月には、西条市合宿都市構想基本計画を策定した。

同計画では、①来訪者ニーズに対応した環境づくり、②市民への利益還元、③合宿環境を構築

する上でのルールづくりの３点を基本方針に設定し、「おもてなし」の環境づくりをはじめ、競

技力向上と健康増進、合宿関連産業の振興などにつながる施策を展開するものとした。トップア

スリートから実業団、学校、スポーツ少年団など、様々なスポーツ競技に携わる人たちは、春

季、夏季など長期休暇期間に合宿を実施することが多い。そのような合宿に適した宿泊施設、求

められる安価な合宿コストなどのニーズに適合した環境を、ハード・ソフトの両面から整備して

いくこととした。

2005（平成17）年度以降、2024（令和６）年度までの20年間の成果として、スポーツ合宿推進

事業における延べ合宿団体数は、野球、サッカーなど延817団体、延147,080人日に上る。

2012（平成24）年度からは、宿泊施設から体育施設までの移動に対する支援として、合宿送迎

サービス事業補助金を設けた。また、2013（平成25）年度から一度に集客が可能となる合同合宿

型の誘致方法を取り入れたことから、サッカー等の合宿団体数が大幅に増加した。

これまでのキャンプ合宿実績は、図表５-５-２のとおりである。
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図表５-５-２　キャンプ合宿実績

４　東京オリンピック合宿誘致

内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部では、東京オリパラを地域の国際交流推

進の契機にしようと、各市町村が特定の国とつながりを持ち、選手たちの合宿や練習場の提供、

相互交流等を行うホストタウンとなる取組を推進した。

本市もこれに賛同し、オーストリア共和国のホストタウンとなった。同国との交流のきっかけ

になったのは、次の２点である。1点目は同国セーボーデン市とのつながりである。同市にある

ヨーロッパ最大規模の日本庭園「盆栽ミュージアム」に、本市から取り寄せた「青石」が展示さ

れていたことで、このことから交流が始まり、2019（令和元）年５月にはセーボーデン市と友好

都市提携を締結した。２点目は本市がスポーツクライミング施設を有していたことである。本市

では、2017（平成29）年開催のえひめ国体（後述）に向けて石鎚クライミングパークＳＡＩＪＯ

を整備していたが、オーストリア共和国がスポーツクライミングの強豪国であったことで、同施

設を有する本市へのオリンピック出場選手の事前合宿の誘致に成功した。

５　西条市ＱＯＬ向上事業

ＱＯＬはクオリティ・オブ・ライフの略で、生活の質を意味する。2020（令和２）年３月に策
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定した第２期西条市総合計画後期基本計画では、優先的に取り組むべき目標の一つに健康寿命の

延伸を掲げた。その一環として2021（令和３）年度からスタートしたのが、ＱＯＬ向上事業であ

る。子育てから介護まで、人生のあらゆる場面で生活の質を維持・向上させるという視点を重視

することを基本的な理念とする。具体的には、高齢者を中心に地域住民を対象として、日常でで

きるストレッチ、筋力トレーニング等の運動プログラムの教室を実施した。また、その指導に当

たる人材を育成するため、スポーツ推進委員への講習会を開催した。さらに、椅子に座ったまま

できて生活習慣病の予防や介護予防に効果のある運動を動画にして配信している。

合併以降、新たに整備した主なスポーツ施設は次のとおりである。

１　ビバ・スポルティアＳＡＩＪＯ

2008（平成20）年11月に、屋内体育施設「ビバ・スポルティアＳＡＩＪＯ」を開設した。東予

運動公園内にある同施設は、屋根のある全天候型の人工芝グラウンドをはじめ、トレーニング

室、ロッカールーム（４室）、シャワー室（４室、うち多目的シャワー室２室）や更衣室（男女

各１室）、会議室（４室）など、あらゆるスポーツ活動に対応できる本市のスポーツの拠点と

なっており、野球・ソフトボール・フットサル・ラグビー・レクリエーションスポーツ等のほ

か、運動会・式典・展示場として幅広く利用できる。また、かねてから取り組んできた本市の合

宿都市構想を加速させるための拠点ともなった。広く市民に親しまれるようにと名称を公募し、

「ビバ・スポルティアＳＡＩＪＯ」とした。ビバは「万歳」で、スポルティアは「スポーツ」と

「ティアラ」（冠など）をつなげた造語である。

２　石鎚クライミングパークＳＡＩＪＯ

岩登りをスポーツへと発展させた「スポーツクライミング」を、市民レベルで普及を図るため

に石鎚クライミングパークＳＡＩＪＯを、2015（平成27）年５月に開設した。当初は、命綱

（ロープ）を携えて制限時間内により高い場所を目指す「リード」競技のための高さ12ⅿ以上の

人工壁と、制限時間内により多くのコースを登る「ボルダリング」競技のための高さ５ｍ以内の

人工壁を設置した。2017（平成29）年には、えひめ国体における山岳競技の会場となった。

2018（平成30）年10月、国内でも数少ない「スピード」競技施設を増設した。これにより、日

本オリンピック委員会（ＪＯＣ）から競技別強化センターの認定（※認定は令和７年３月末で終

了）を受け、同年10月にボルダリング強豪国のオーストリア共和国と、日本代表チームの合同合

宿を開催した。2019（平成31）年３月には、オーストリアクライミング協会と本市並びに、西条

市スポーツクライミング推進実行委員会との３者による友好交流に関する覚書を締結した。

市内主要体育施設の利用状況は図表５-５-３のとおりである。
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資料：スポーツ健康課（事務報告書・一）

各年度に取りまとめの「事務報告書・一」及び統計手帳による（数値が異なる場合は、統計手帳を優先）

図表５-５-３　市内主要体育施設の利用状況

３　スポーツ施設への指定管理者制度導入

総合体育館など16の体育施設については、指定管理者による管理ができるよう条例改正を行っ

たが、市の直営による管理運営が続いていた。その後、2021（令和３）年度から西条市スポーツ

協会グループを指定管理者に指定し、下記の施設について指定管理者制度を導入している。

▽総合体育館　▽ひうち体育館　▽ひうち球場　▽ひうち陸上競技場　▽西条運動公園総合

プール　▽東予運動公園（野球場・多目的広場・球技場・テニスコート・海浜広場・プール）　

▽ビバ・スポルティアＳＡＩＪＯ　▽西条市民公園（テニスコート・多目的広場）　▽東予体育館

▽丹原Ｂ＆Ｇ海洋センター

なお、丹原体育館、小松体育館、小松武道場、石鎚クライミングパークＳＡＩＪＯなどについ

ては、当面の間市が直接管理することとしている。

１　西条市うちぬきマラソン大会（ハーフマラソン）

旧西条市の頃から市民の間で親しまれてきた「耐寒マラソン大会」を、2014（平成26）年度

に、合併10周年を機に「西条市うちぬきマラソン大会」と改称してリニューアルを図った。従来

の小学生各学年の男子・女子の部門をはじめ、中学生男子・女子、一般の男子・女子、健康マラ

５編　健康・医療 第５章　スポーツ政策

第３節　スポーツイベント

— ３７２ —



ソンの部門に加えて、新たにハーフマラソン（21.0975㎞）の部門を設置した。

ハーフマラソンの部は定員200人だったが、県外から多くの人が参加し、募集の枠を広げて欲

しいという要望があったことから、2017（平成29）年度から300人に拡大し、その後も市外参加

者が増え続けた。また、応募に漏れたランナーへの対応策として、2021（令和３）年度から10キ

ロの部門を新設した。

毎年度の参加人数は図表５-５-４のとおりである。

図表５-５-４　西条市うちぬきマラソン大会の参加人数

２　西条市ちびっこ駅伝大会

西条市ちびっこ駅伝大会は、2008（平成20）年11月に、ビバ・スポルティアＳＡＩＪＯの完成

を記念して始まった。市内の小学生が、学年及び男女別に４人でチームを組み、４区間をつない

で競う駅伝大会で、本市の冬の風物詩として定着している。小学１・２年生は１人約500ｍで、

計４人で約２㎞のコースとし、小学３～６年生は１人約１㎞で合計４人の約４㎞の距離を走る。

東予運動公園内屋内運動場をスタート、中継、ゴール地点として、運動公園内を周回するため、

沿道から子どもたちを応援する家族も多く、ランナーの記録を本市ホームページに掲載している

ことから、子どもたちの成長の励みにもなっている。

毎年度の参加人数は図表５-５-５のとおりである。
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コロナ禍のため

コロナ禍のため

図表５-５-５　西条市ちびっこ駅伝大会の参加人数

３　西条市民総合体育大会

2005（平成17）年９月、第１回西条市民総合体育大会を市内38会場で開催し、小中高校生や一

般市民約5,000人の選手が19競技で熱戦を展開した。以後、毎年９月第１日曜日を中心に開催し

ていたが、コロナ禍により中止又は分散開催となり、それ以降は、競技種目に応じた分散開催と

している。また、競技種目についても、第６回からレクリエーションバレーボールやミニバレー

ボールを加えるなど、随時見直しを行っている。

2024（令和６）年の第19回大会は、合併20周年記念行事の一環として開催した。

これまでの西条市民総合体育大会の開催状況は図表５-５-６のとおりである。

図表５-５-６　市民総合体育大会の開催状況
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４　石鎚山系元気ウォーキング大会

2007（平成19）年、「爽やかな風、爽やかな汗、爽やかな笑顔」をテーマに、高地でのウォー

キングによる健康増進を目的として、石鎚山系周辺の自治体（愛媛県久万高原町、高知県いの

町）と共催により、石鎚山系元気ウォーキング大会を開催した。以降、瓶ケ森林道を中心に約10

㎞のコースで石鎚山系の壮大な自然の美しさを実感しながら、健康増進効果のある高地での

ウォーキングを体験するイベントとして定着した。第1回目から予想を大きく上回る500人を超え

る参加があり、回を追うごとに催しの規模も拡大した。参加者には記念品・完歩証の授与や、

ゴール後の楽しみとして高知県いの町の特産キジ汁の無料サービス、同町や大川村・久万高原

町・本市の物産販売なども行っていた。

しかし、開催会場までの道中やコースにおける落石の危険性等の問題もあり、2020（令和２）

年度にコロナ禍による中止の後、廃止とした。

これまでの参加人数は図表５-５-７のとおりである。

図表５-５-７　石鎚山系元気ウォーキング大会の参加人数

５　東京オリンピック聖火リレー

東京オリンピックの聖火リレーについては、当初、2020（令和２）年度に予定していた。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、同年３月24日に東京オリンピックの１年の

開催延期が決まり、本市の聖火リレーも延期する事態となった。

本市としては、広報紙を通じて聖火リレーランナーの募集を行うなど、市民的な気運を高める

など準備を進め、１年後の2021（令和３）年４月21日に聖火リレーを実施した。石鎚スキー場ピ

クニック園地をスタートとし、ゴールの石鎚神社成就社までの1.2㎞を８人のランナーが聖火を

つないだ。第１スロットでは、10人の子どもたち（サポートランナー）が並走し、ゴール地点の

石鎚神社成就社では、ほら貝や太鼓の演奏で迎えられた。
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１　西条市スポーツ協会

２市２町の合併に向けた協議が進む中、旧市町の体育協会も自治体の合併に対応すべく、2003

（平成15）年１月に合併協議会を立ち上げ、2005（平成17）年４月に財団法人西条市体育協会が

発足した。その後、2013（平成25）年４月公益財団法人西条市体育協会に移行した。そして、日

本体育協会、愛媛県体育協会がそれぞれ日本スポーツ協会、愛媛県スポーツ協会と名称変更した

のを受け、2019（平成31）年４月に公益財団法人西条市スポーツ協会となった。法人の目的は

「スポーツの振興及び普及に関する事業を行うことにより、西条市民の体力向上及びスポーツ精

神の高揚を図り、もって健康で豊な地域づくりに貢献すること」である。

主な事業としては、①スポーツ振興及び普及に関すること、②青少年スポーツの振興に関する

こと、③生涯スポーツの振興に関することとし、他に競技力の向上、スポーツ指導者の育成、ス

ポーツ大会及び教室の開催、スポーツ活動の顕彰、施設の管理、売店の運営などを掲げている。

加盟団体数の推移は図表５-５-８のとおりである。

また、2021（令和３）年から、総合体育館等の指定管理者の指定についても同協会を中心とし

たグループが引き受けている。

図表５-５-８ 西条市スポーツ協会の加盟団体数推移

２　西条市スポーツ推進委員協議会

スポーツ推進委員は、市町村教育委員会が任命する非常勤職員で、スポーツ振興法に基づく体

育指導員制度に源を発する。その主な役割は、市町村におけるスポーツ推進のため、住民に対す

るスポーツの実技等の指導や助言を行うことである。2011（平成23）年、スポーツ振興法を全面

改正する形でスポーツ基本法が制定された際に、体育指導員がスポーツ推進委員に移行するとと

もに、新しくスポーツ推進のための事業に関する連絡調整の役割も担うことになった。
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本市では、各小学校区に４人程度のスポーツ推進委員を配置しており、市全体では約100人が

活動している。西条市スポーツ推進委員協議会は本市のスポーツ推進委員で構成され、市民の体

力向上と健康の増進、健全なスポーツレクリエーション活動の振興に寄与することを目的として

活動している。

主な事業としては、軽スポーツ大会や穂・浦・歩ＳＳウォーキング大会の開催、各種研修会へ

の参加などがある。また、前述の西条市ＱＯＬ向上事業教室での指導にも当たっている。

３　西条市スポーツ少年団

スポーツ少年団とは、「一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを提供する」「スポーツを通

して青少年のこころとからだを育てる」「スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する」の

理念のもと活動している団体である。一般にスポーツ少年団とよばれる個々の単位団と、その上

位に位置する市町村スポーツ少年団及び都道府県スポーツ少年団、そして、全国組織の日本ス

ポーツ少年団からなっている。

現在、西条市スポーツ少年団には、８種目42団体が登録されている。

愛媛県による国体誘致の動きは、1997（平成９）年12月、県体育協会に国民体育大会誘致準備

委員会が設置されたことに始まる。2014（平成26）年７月に愛媛県開催が正式決定し、同年12月

には各競技の会期が決定した。2016（平成28）年には各地で競技ごとのリハーサル大会が開か

れ、2017（平成29）年の本番を迎えた。

①　会期…2017（平成29）年９月30日～10月10日

②　大会愛称…愛顔（えがお）つなぐえひめ国体

③　大会スローガン…君は風　いしづちを駆け　瀬戸に舞え

本市も内々定を受けて積極的に競技の誘致に取り組み、デモンストレーション競技も含め６競

技を開催した。

１　本市開催競技及び会場

2007（平成19）年３月に、競技会場の第一次内定として19競技について開催場所が発表され

た。この時点で、本市は軟式野球（成年男子、今治市・新居浜市・四国中央市・上島町と共催、

会場：ひうち球場・東予運動公園野球場）の会場の候補に上がった。また、2009（平成21）年に

はハンドボール（成年男女、松山市と共催、会場：総合体育館・ビバ・スポルティアＳＡＩＪ

Ｏ）、サッカー（少年男子、新居浜市と共催、会場：ひうち陸上競技場）、山岳競技（リード・

ボルダリング競技、会場：石鎚クライミングパークＳＡＩＪＯ・西条西部体育館）の競技会場と

して内定した。さらに、2012（平成24）年には、ソフトボール（少年女子、八幡浜市・大洲市・

西予市・東温市との共催、会場：東予運動公園）が加わり、合計５種目の競技会場に内定した。
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また、国体終了後に開催される「第17回全国障がい者スポーツ大会 愛顔つなぐえひめ大会」に

ついても、正式競技のフライングディスク競技会場としてひうち陸上競技場が、オープン競技と

して、精神障がい者フットサルの競技会場としてビバ・スポルティアＳＡＩＪＯが内定した。

２　開催準備

国体開催に向けて、開催機運を高め、本市の魅力を市内外に発信する絶好の機会とするため、

様々な取組を行った。

行政組織においては、組織横断的に対応することとし体制整備を行った。国体に訪れる選手、

観光客、障がい者への準備として、会場へのアクセスの整備やバリアフリー化を進めた。また、

観光・飲食団体等の関係団体と連携し、情報発信に努め、来訪者の増加を図った。市民の参加意

欲の高揚を図るため、西条市花いっぱい運動推進事業の展開や大会運営ボランティアを募集し、

受付、案内、おもてなし等に従事する準備を行った。

３　開催状況

えひめ国体のプレイベントとして、2016（平成28）年６月にソフトボールのリハーサル大会で

ある四国高等学校ソフトボール選手権大会、同年８月にはハンドボールリハーサル大会、同年９

月には軟式野球リハーサル大会、同年10月にはサッカーリハーサル大会を開催した。2017（平成

29）年６月には山岳競技のリハーサル大会を石鎚クライミングパークＳＡＩＪＯ・西条西部体育

館などで開催し、えひめ国体への機運を盛り上げた。 

「第72回国民体育大会 2017愛顔つなぐえひめ国体」は、2017（平成29）年９月30日から10月

10日まで開催された。続いて、愛媛県初となる「第17回全国障がい者スポーツ大会 2017愛顔つ

なぐえひめ大会」が10月28日から30日まで開催された。この大会における愛媛県勢は、過去最高

の天皇杯２位、皇后杯２位、過去最多の計121個のメダルを獲得するなど大きく躍進した。

愛媛県の選手団962人のうち本市からは36人が出場し、山岳競技のリード成年男子では愛媛県

勢初の優勝を成し遂げた。ソフトボールでは市内５高校が中心となって開始式を企画運営した。

国体への夢や憧れにつながるよう、市内中学生女子ソフトボール部選手が始球式を行い、選手と

の交流が図られた。サッカーでは市内小・中学校の児童・生徒5,000人が観戦し、全試合でエス

コートキッズを務めた。ハンドボール会場のビバ・スポルティアＳＡＩＪＯにおいて全国初とな

る人工芝上にコートを設置したが、問題が生じることなくスムーズな競技運営ができた。10月５日

には、瑶子女王殿下がビバ・スポルティアＳＡＩＪＯでハンドボール競技を御覧になられた。

10月10日の総合閉会式は、秋篠宮ご夫妻ご臨席の下、愛媛県総合運動公園で行われた。

次が本市で行われた競技日程である。

＜2017愛顔つなぐえひめ国体＞
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＜2017愛顔つなぐえひめ大会＞
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全世界で猛威を奮った新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ-19）は、2020（令和２）年１月15日

に国内で初感染が確認され、その後、全国的な広がりを見せた。

国や県においては緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令など各種対応が行われたが、ウ

イルス株の変異等もあり2024（令和６）年度末現在も終息しておらず、感染症法上の位置付けが

2023（令和５）年５月８日に２類相当から５類感染症に引き下げられたものの、その間、第８波

に及ぶ感染期の波を繰り返すなど、長期間にわたり社会生活に多大な影響を与えてきた。

本市は、2020（令和２）年３月に市長を本部長とする西条市新型コロナウイルス感染症対策本

部を設置することで感染症対策体制を強化し、各種対策施策の決定を行ってきた。

新型コロナウイルス感染症対策における感染期ごとの国県の主な動き及び本市の対応は次のと

おりである。

１　海外発生期～県内発生前（令和元年12月～令和２年３月）
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２　感染第１波～第２波（令和２年３月～令和２年11月）
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３　第３波（令和２年11月～令和３年３月）
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４　第４波（令和３年３月～令和３年６月）
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５　第５波（令和３年７月～令和４年1月）

５編　健康・医療 第６章　新型コロナウイルス感染症

— ３８４ —



愛顔の

６　第６波（令和４年１月～令和４年６月）
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７　第７波（令和４年６月～令和４年10月）
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協力

接種開始

５編　健康・医療 第６章　新型コロナウイルス感染症

— ３８７ —



資料：厚生労働省ホームページ、愛媛県「新型コロナウイルス感染症対策に関する取組み（振り返り）」、

　　　健康医療推進課

８　第８波（令和４年10月～令和５年５月）以降
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*2 愛媛県 「新型コロナウイルス感染症対策に関する取組み（振り返り）」による

愛媛県内では2020（令和２）年３月２日に初めて陽性者が確認され、本市では同年８月に初の

感染が確認された。その後は未発生が続いていたが、同年11月頃から徐々に感染者数が増加し、

2021（令和３）年４月には市内飲食店でクラスターが発生するなど感染が拡大した。その後、

2022（令和４）年に数千人規模の爆発的な感染が確認され、同年９月に全数把握の見直しがされ

るまでの間、累計で12,000人を超える感染者数となった。

本市における新型コロナウイルス感染症感染者数と発生以降の推移は、図表５-６-１のとおり

である。

図表５-６-１　西条市における新型コロナウイルス感染者数

2020（令和２）年２月１日に国が新型コロナウイルス感染症を指定感染症に定めたことを受け、
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本市でも感染症対策マニュアルを改定するとともに、同年３月２日に西条市新型コロナウイルス

感染症対策本部を設置し、県と情報を共有しながら各感染期に応じた各種対策を講じてきた。

なお、同本部は５類移行時に廃止した。

１　情報発信

県内発生前から、広報紙やホームページ、フェイスブックを通じて感染症関連情報を掲載し予

防啓発を図るとともに、必要に応じてチラシ、リーフレットにより注意喚起を行った。また、市

長が自らメッセージを動画配信するなど市民への感染防止に対する理解を呼びかけた。

２　施設・イベント等

2020（令和２）年４月16日に国が全都道府県を対象として緊急事態宣言（同年５月25日に全面

解除）を発表し、これを受け市内公共施設の臨時休館や利用制限、小・中学校の休校、市主催事

業等の中止や延期、開催イベントの自粛等を行った。その後も県のまん延防止等重点措置区域の

指定や感染期ごとに感染者の拡大状況を見ながら、必要に応じて施設の利用制限や事業・イベン

ト等の開催中止・延期・自粛要請等を行った。

３　感染予防と感染確認

市内公共施設に消毒液を配備し手指消毒を励行するとともに、マスクの配布や着用喚起等によ

り感染予防を図った。また、サーモカメラや検温等による感染状況の把握のほか、ＰＣＲ検査の

実施を各医療機関へ要請するとともに、その支援を行うほか、臨時の検査センターを開設するな

ど感染確認に努めた。

４　新しい生活様式

ウイルスの飛沫感染の防止を図るため対面窓口に飛沫防止用カーテンやアクリル板を設置する

とともに、国が３密（密閉、密集、密接）の回避を求めたことから、本市においても換気の励行

や人との距離確保、マスク着用等を広く呼びかけ、日々の市民生活の中で新しい生活様式として

習慣化するよう啓発を行った。

また、市施設等においても換気扇や空気清浄機等の設置、トイレの洋式化、入場人員の制限な

ど各種取組のほか、これまで進んでいなかった小中学校の普通教室等へのエアコン整備も国の補

助を活用しながら実施した（詳細は11編２章）。

５　ＩＣＴの推進

新しい生活様式を推進する中で、インターネット等のデジタル技術を活用した取組が３密を回

避する有効な感染症対策となることから、テレワークの実施やオンライン会議システムの構築、

料金等のキャッシュレス決済システムの導入、住民票の写しや印鑑登録証明書など各証明書のコ

ンビニでの交付、電子図書館等を開始した。また、国が児童・生徒１人に１台の端末とネット

ワーク整備を掲げて取り組むＧＩＧＡスクール構想についても、コロナ下で普及を進め１人１台
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端末を実現した（詳細は11編２章）。

６　ワクチン接種

新型コロナウイルス感染症の感染・発症・重症化予防等を目的に、国は海外の製薬企業から購

入した新型コロナワクチンを全国民に接種する方針を打ち出し、2021（令和３）年２月から接種

を開始した。本市においても同年３月から順次、無料接種を開始し、コールセンターの設置や予

約システムの導入等により円滑な接種体制をとり、医師会等の協力のもと医療機関や臨時で設置

した集団接種会場で複数回の接種を呼びかけた。なお、無料接種については５類移行後、順次終

了している。

新型コロナウイルス感染症の発生や長期化により市民生活がひっ迫したことから、本市では国

や県の事業に連動しながら、様々な支援策を実施した。

１　定額給付金

国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月20日閣議決定）において、緊

急事態宣言下に感染症拡大防止に留意しながら家計への支援を行うため、国民１人当たり10万円

を支給することとなり、本市においても2020（令和２）年５月８日以降、順次対象者に給付を

行った。

２　子育て世帯への給付金

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける子育て世帯への支援として2020（令和２）年度

に全国一律で児童手当受給世帯を対象に子育て世帯臨時特別給付金を支給した。これに市単独で

の給付金の加算や、期間中に出生した新生児を加えるなど、対象や金額を見直しながら、長期化

するコロナ下で感染期に応じて2022（令和４）年度までに複数回の給付を行った。

また、特に影響が大きいとみられるひとり親世帯に対しては、児童扶養手当受給対象者等を対

象に別途給付を行った。

３　住民税非課税世帯等への臨時特別給付金

国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決定）において、

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよ

う、１世帯当たり10万円を支給することとなり、本市においても2021（令和３）年度から翌年度

にかけて給付を行った。その後は世界情勢の変化による物価高騰がコロナ禍の下で続き家計を圧

迫することから、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金等の給付を行った。
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４　その他生活支援対策

新型コロナウイルスの影響により生活が困窮した納税者や被保険者に対しては、市税や介護保

険料の減免や支払い猶予措置を取るとともに、国民健康保険被保険者を対象に、被用者が新型コ

ロナウイルスの感染が疑われたり感染したりして療養したことにより就労できず、給与の全部又

は一部を受け取ることができなくなった場合は傷病手当金を支給した。

また、社会福祉協議会で実施する緊急小口資金等の特例貸付を促すとともに、特例貸付が利用

できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮者世帯に対して、一時金として生活困窮者自立支援

金を支給した（単身世帯：６万円／月、２人世帯：８万円／月、３人以上世帯10万円／月　最大

３か月まで）。

さらに、コロナ禍において原油価格や物価高騰を受ける家庭における省エネ家電への買替等に

対しても助成を行った。

本市の主な生活支援関係給付金の実績は図表５-６-２のとおりである。

図表５-６-２　主な生活支援関係給付金の実績

５編　健康・医療 第６章　新型コロナウイルス感染症

— ３９２ —



新型コロナウイルス感染症の発生の影響を受けて経済活動が長期停滞したことから、本市では

国や県の事業と連動しながら、感染期ごとに様々な事業者の支援や経済対策を実施した。

１　頑張ろう！事業者応援給付金

「頑張ろう！小規模事業者・農林水産事業者応援給付金」は、感染症第１波～第２波の時期、

感染症拡大により経営に悪影響が出る中、事業継続に懸命に取り組む小規模事業者や農林水産事

業者に対して、市独自の応援給付金として１件当たり10万円を支給したもので、2020（令和２）

年度に実施した。

「頑張ろう！事業者応援給付金」は、感染症第４波拡大の中、感染症拡大により経営に影響を

及ぼしている事業者に対し影響度等に応じて１件当たり10万円から20万円を支給したもので、

2021（令和３）年度に実施した。

２　新型コロナウイルス対策営業時間短縮要請協力金

感染症第４波が拡大する中、愛媛県の営業時間短縮の要請に応じた飲食店に対する協力金とし

て、企業の大きさや売上高に応じて１日当たり２万５千円から20万円を支給したもので、2021

（令和３）年度に実施した。

３　えひめ版応援金

2021（令和３）年度の４月と８月に、愛媛県がまん延防止等重点措置区域に指定されたこと

を受け苦境に直面する事業者への支援策として、中小企業者等や個人事業主に対して１件当たり

10万円から20万円を支給したもので、同年度に実施した。
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４　地域消費喚起対策

小売・サービス業の営業自粛や消費低迷が続く中、地域の消費喚起を目的として電子決済や紙

ベースの商品券発行により地域消費喚起対策を実施した。当時、国がマイナンバーカードによる

マイナポイント事業を開始しており、本市においても電子決済の普及を促しながら消費喚起を

図った。

キャッシュレスポイント還元事業は、2020（令和２）年度に実施したもので、決済額の20％

（上限5,000円分）をＰａｙＰａｙによるキャッシュレス決済によりポイントを還元した。ま

た、同年度にキャッシュレス決済の未使用者を補足する形で、紙ベース地域商品券を西条商工会

議所の実施によりプレミアム付き商品券「石鎚藩札」（プレミアム率：25％、上限5,000円）と

して発行した。

電子商品券は、2021（令和３）年度に発行したもので、西条商工会議所の実施によりデジタル

版「石鎚藩札」（プレミアム率：25％）として専用のスマートフォンアプリにより、飲食店応援

券を区分するなど、落ち込みが続く飲食店への応援を強化した。また、電子決済の未使用者を補

足する形で、紙ベースの地域商品券（プレミアム率：25％）も発行した。

2022（令和４）年度には、新型コロナウイルスや原油価格・物価高騰の影響を受け、「県・市

町連携 えひめ消費活性化支援事業」による消費喚起策として、ＳＤＧｓやＤＸに取り組む市民

等を対象に登録店舗利用時に地域ポイント（ＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯポイント）を付与し、地域の

消費喚起を図った（ＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯポイントの詳細は、３編１章）。

５　中小企業資金融資、利子補給、信用保証料補助

新型コロナウイルス感染症の発生の影響を受けて経済活動が一気に停滞したことを受け、2020

（令和２）年度には、経営安定化資金の預託金を増額し融資枠を拡大するととともに、融資に係

る利子及び信用保証料の双方から補助を行い、業績が悪化した中小企業者への早急な融資により

中小企業者の事業継続を支援した。また、愛媛県が創設した新型コロナウイルス感染症対策資金

に対しても利子補給を行っている。利子補給に関しては、基金を設置するとともに、債務負担行

為を設定することにより長期的な支援体制をとった。

６　宿泊等促進

新型コロナウイルス等の影響を受け、低迷する観光産業など域内経済の活性化を図るため、宿

泊費補助と地域商品券をセットで販売する地域観光支援事業（県民割）が都道府県ごとに行われ

ている中、2022（令和４）年度に本市への旅行者誘導を図るため、県民割に加えて個人旅行者へ

の宿泊費、飲食費等の補助や旅行会社へツアー催行に対する補助を行った。

７　指定管理者等への事業継続支援

新型コロナウイルスや原油価格・物価高騰の影響により、運営が厳しくなった市施設の指定管

理者や市内の各事業者等に対して事業継続が可能となるよう支援金を給付した。
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・主な指定管理者制度導入施設…休日夜間急患センター、市内観光施設、市内体育施設、各

　　　福祉センター、やすらぎ苑、社会福祉施設、文化会館、拠点複合施設ほか

・主な支援事業者…医療事業者、タクシー事業者、廃棄物収集業者、農林漁業事業者、保育

　　　所・幼稚園・認定こども園等の子育て関係事業者ほか

８　その他経済対策・事業者支援

2020（令和２）年度から、国の雇用調整助成金を円滑に受けられるよう、社会保険労務士など

申請に係る費用へ助成するとともに同助成金を補足する形で緊急地域雇用維持助成金として助成

した。

また、中小企業等チャレンジ支援として中小企業がポストコロナ・ウイズコロナを見据えて行

う業態転換や経営力向上など各種取組に対しても助成を行った。

本市の主な経済対策・事業者支援の実績は図表５-６-３のとおりである。

図表５-６-３　主な経済対策・事業者支援の実績

新型コロナウイルス感染症は2023（令和５）年５月８日、感染症法上の位置付けが従来の２類

相当から５類へ変更されたことから、同日付けで「西条市新型コロナウイルス感染症対策本部」

を廃止し、その後、医療面・行政面ともにその状況に応じた対応に変更した。
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１　イベント等の開催制限

イベント等の開催制限については、５月７日（２類最終日）で終了した。

２　各施設の対応

市有施設を利用する際の氏名等の記入について、５月７日で終了し、入場時の検温や消毒液の

設置、アクリル板等パーテーションの設置といった感染対策については、各施設の判断で行うこ

ととした。

３　感染対策

体調管理や場面に応じてマスクを着用するなど基本的な感染対策を継続しつつ、通常の日常生

活を取り戻していけるよう、本市でも国や県の取組に連動しながら、様々な啓発活動を実施した。

４　ワクチン集団接種

ワクチンの集団接種は一定期間継続しながら、2024（令和６）年３月末までを移行期間とし、

通常時の医療体制への復帰を促した。

５　行政対応

こまめな手洗い、咳エチケット、流行時の３密回避、マスク着用やワクチン接種情報など新し

い生活様式に対応した感染対策の日常化に関する周知活動を行った。

また、５類移行後、直接的な経済対策は打ち出していないものの、本市でも物価高騰といった

新たな社会情勢の変化の中で、景気回復を阻害するような課題に向けて対応を行っている。
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